
柴田町長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和５年９月８日 

 

                        柴田町長  滝 口   茂 

 

柴田町条例第１６号 

 
   柴田町長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例 
柴田町長等の給与及び旅費支給条例（昭和３１年柴田町条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

   附 則 

１～１１ （略） 

１２ 町長の受ける給料は、令和５年１０月分

に係るものに限り、第２条の規定にかかわら

ず、別表第１町長の項に掲げる月額から当該

月額に１００分の１０を乗じて得た額を減じ

て支給する。 

１３ 副町長の受ける給料は、令和５年１０月

分に係るものに限り、第２条の規定にかかわ

らず、別表第１副町長の項に掲げる月額から

当該月額に１００分の５を乗じて得た額を減

じて支給する。 

 

   附 則 

１～１１ （略） 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 


